
第２回 総務・庶務部会 
（高浜小・三村小・関川小・南小統合専門部会） 

 

日時：令和３年１１月２４日（水）午後７時～ 

場所：東地区公民館 １階会議室 

 

 

次  第 

 

１．開  会 

 

２．あいさつ 

 

３．協議事項 

 （１）アンケート調査結果について 

 

（２）学校名・校章・校歌について 

 

（３）体操服について 

 

 （４）その他 

 児童クラブについて 

 

４．その他 

 

５．閉  会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１．アンケート調査結果について 

（１）調査の目的 

   ４小学校の統合に向けた協議を進めるにあたり，アンケートの調査結果

を参考に総務庶務部会の協議の参考とする。 

 

（２）調査期間 

   令和３年１０月２９日（金）～令和３年１１月１１日（木） 

 

（３）調査の対象数及び回答率 

   令和６年４月の時点で統合小学校に在籍する児童の保護者 ３９８名 

  回答率 

学校名 対象者数 回答数 回答率 

高浜小 ４８ ３１ 64.6％ 

三村小 ３７ ２６ 70.3％ 

関川小 ２９ ２３ 79.3％ 

南 小 ２８４ ２２１ 77.8％ 

合 計 ３９８ ３０１ 75.6％ 

 

（４）内容・・・別紙参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．学校名・校章・校歌について 

（１）学校名について 

 ①新学校名とするか否か 

 ②学校名の決定方法 

参考例 

八郷中学校 
対象地区を限定し公募。 

最終決定は統合検討委員会。 

かすみがうら市 
公募し，候補を絞りアンケートを実施。 

最終決定は統合検討委員会。 

小美玉市 

対象地区を限定し公募。 

候補を絞りアンケートを実施。 

最終決定は統合検討委員会。 

鉾田市 

対象地区を限定し公募。 

候補を絞りアンケートを実施。 

最終決定は統合検討委員会。 

つくばみらい市 

対象地区を限定し公募。 

アンケートを実施。 

最終決定は統合検討委員会。 

 

（２）校章について 

 ①校章はどのように決定するか 

 

 

 

 参考例 

八郷中学校 
公募し，候補を絞りアンケートを実施。最終決定は統合

検討委員会。 

かすみがうら市 
公募し，候補を絞りアンケートを実施。最終決定は統合

検討委員会。原案の仕上げをデザイナーに業務委託。 

小美玉市 
対象地区に限定し公募。原案の手直しを委託。その後，

アンケート調査を実施。 

鉾田市 

地域人材発掘の観点から地域内で募集。しかし，応募が

無く，デザイナーに委託。数点の候補をもらいアンケー

トを実施。 

つくばみらい市 生徒からデザイン案を募り，最終的に外部に委託。 

 



（３）校歌について 

 ①校歌はどのように決定するか 

 

 

 

参考例 

八郷中学校 歌詞は公募。作曲は委託。 

かすみがうら市 歌詞にしたいフレーズを募集し，作曲家に委託。 

小美玉市 

歌詞を募集し作曲家に委託。 

卒業生で作曲家がおり，その方に委託することを委員会

において確認し委託。 

鉾田市 

地域人材発掘の観点から地域内で募集。しかし，応募が

無く，作曲家に委託。アンケート結果を基に統合検討委

員会で決定。 

つくばみらい市 
生徒からフレーズを募集し，教職員が作詞。作曲は外部

委託。 

 

 

３．体操服について 

（１）新体操服とするのか 

 

（２）体操服はどのように決定するか 

参考例 

八郷中学校 
業者によるプレゼンを行い，アンケートを実施。アンケ

ートの結果を基に統合検討委員会で決定。 

かすみがうら市 
業者によるプレゼンを行い，アンケートを実施。アンケ

ートの結果を基に統合検討委員会で決定。 

小美玉市 

業者によるプレゼンを行い，統合準備委員会で案を絞っ

たうえでアンケートを実施。アンケートの結果を基に統

合検討委員会で決定。 

鉾田市 
業者によるプレゼンを行い，統合準備委員会で案を絞っ

たうえでアンケートを実施。 

つくばみらい市 
事務局でいくつかサンプルを提示し，統合検討委員会で

決定。 

 

 



（３）体操服の金額，色，デザイン，校章，ネーム，ファスナー，襟周りなど専

門部会で意見をいただき，サンプル品（２点から３点）を専門部会に示す。 

 

 

（４）体操服の取り扱い 

ケース１ 令和６年４月から統一の体操服を着ることとする。 

・６年生（現在３年生）は１年間しか着れない（保護者の負担増） 

 

ケース２ 令和６年４月から統一の体操服を着る。令和５年４月から新体操服

を各小学校で着れる。 

・６年生（現在３年生）は２年間着ることができる。 

・令和５年度は，旧・新体操服を着る児童がいる。 

 

ケース３ 令和７年４月から統一の体操服を着る。令和５年４月から新体操服

を各小学校で着れる。 

・令和５年度は，旧・新体操服を着る児童がいる。 

・令和６年度も統合小学校で旧・新体操服を着る児童がいる。 

 

６．その他 

児童クラブについて 


